
 

第５ 章 市街地開発事業 

 

１  土地区画整理事業 

土地区画整理事業は、 公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、 換地、 減歩の手段

により 、 土地の区画形質の変更及び公共施設の新設または変更を行う 事業です。  

こ の事業は、 面的整理事業の中でも 中心的な事業で、 線と し ての道路、 河川等、 点と し ての広

場、 公園等単一的な事業を有機的に関連づけた総合的な街づく り の手法であり 、 土地に関する所有

権、 借地権等一切の権利義務の整理後に継承さ れ、 買収と いう 行為が行われないで換地方式（ 減歩

方式） によっ て公共施設の整備改善と 宅地の利用増進の恩恵を 施行地区全体に平均し て受けさ せる

こ と ができる などの特徴をも ち、 事業が完成すれば新し い街ができ るこ と から 「 都市計画の母」 と

も いわれています。  

地 区 名     
施 
行
者 

目     的 
都 市 計 画      
決    定 

認 可 公 告      施行面積 
減歩率( ％)  

備  考 
公共 合算 

伊達舟岡 市 新市街地整備 S 50.  2. 17 S 51.  9.  1 64. 2 ha 21. 8 21. 8  

 

公共用地率 
施行期間 総 事 業 費 補 助 

換 地 処 分      
公   告 

備      考 
施行前 施行後 

5. 0 25. 7 S 51～64 2, 051, 000千円 2/3 S 59.  1.  9 事業完了 

 

２  市街地再開発事業（ 第一種市街地再開発事業）  

市街地再開発事業は、 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と 都市機能の更新と を図るた

め、 建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を行う 事業です。  

権利変換手続きにより 、 従前建物、 土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する 権利に原則と

し て等価で変換する権利変換方式によっ て高度利用で新たに生み出さ れた床（ 保留床） を処分し 、

事業費に充てるなどの特徴をも っ ています。  

地 区 名     施行者 目  的 
都 市 計 画 
当 初 決 定 

都 市 計 画 
変 更 決 定 

施 行 認 可
告 示 日 

権利変換計画 
認 可 日 

伊達駅前地区 民 間 市街地再開発 H22. 10. 28 H23. 11. 29 H23. 12. 9 H24. 5. 25 

 

施行面積 施行期間 総事業費 
終 了 認 可 
告 示 日 

備  考 

約 0. 6ha H22～H25 1, 466, 000千円 H26. 10. 3 事業完了 
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